
1617

インフォメーション

広報ねやがわ
令和２年 12月号

広報ねやがわ
令和２年 12月号

※�

イ
ベ
ン
ト
な
ど
の
申
し
込
み
に
つ
い
て
申
込
開
始
日

の
記
載
が
な
い
も
の
は
、原
則
、１
日（
１
日
が
土・

日
曜
日
、祝
日
の
と
き
は
、翌
平
日
）か
ら
可
能
で
す

（
公
共
機
関・団
体
、市
民
情
報
ひ
ろ
ば
は
除
く
）。

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

市
か
ら
の

お
知
ら
せ

鳥
飼
仁
和
寺
大
橋�

自
転
車
通
行
料
が
無
料
に

　
新
型
コロ
ナ
禍
に
お
け
る
新
し
い
生
活
様

式
への
取
り
組
み
と
し
て
、
自
転
車
を
よ
り

一
層
利
用
し
て
も
ら
う
た
め
に
、12
月
１
日

（
火
）
か
ら
自
転
車
通
行
料
を
無
料
に
す

る
企
画
割
引
を
実
施
し
ま
す
。

※
詳
し
く
は
、「
府
道
路
公
社
」
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
見
て
く
だ
さ
い
。

問　
府
道
路
公
社
企
画
保
全
課
（
☎
06
・

６
９
４
１
・
２
５
１
１
）
又
は
市
交
通
政

策
課
（
☎
８
１
３
・
１
２
０
７
）

市

　
　政

子
ど
も
の
受
動
喫
煙
防
止
に
係
る�

尿
検
査
の
中
止

　
「
寝
屋
川
市
子
ど
も
の
健
や
か
な
成
長

の
た
め
の
受
動
喫
煙
防
止
条
例
」
の
施
行

に
伴
い
、
子
ど
も
の
受
動
喫
煙
状
況
を

知
っ
て
も
ら
う
た
め
に
、
市
立
小
学
校
４

年
生
の
希
望
者
を
対
象
に
尿
中
コ
チ
ニ
ン

値
測
定
事
業
（
受
動
喫
煙
状
況
を
可
視
化

す
る
尿
検
査
）
の
実
施
を
予
定
し
て
い
ま

し
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

拡
大
の
影
響
な
ど
に
よ
り
実
施
が
困
難
な

た
め
、
中
止
し
ま
す
。

問　
保
健
総
務
課
（
☎
８
２
９
・
７
７
７

１
）総

合
計
画
審
議
会
の
最
終
答
申

　
11
月
５
日
、
総
合
計
画
審
議
会
の
中
川

幾
郎
会
長
・
平
田
陽
子
副
会
長
か
ら
、
広

瀬
市
長
に
対
し
第
六
次
寝
屋
川
市
総
合
計

画
（
試
案
）
の
諮
問
に
対
す
る
最
終
答
申

が
あ
り
ま
し
た
。
同
審
議
会
で
は
、
１
月

か
ら
11
回
に
わ
た
り
、
計
画
内
容
に
つ
い

て
議
論・検
討
が
交
わ
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

市
は
、
本
答
申
を
基
に
市
議
会
の
議
決
を

経
て
、
第
六
次
寝
屋
川
市
総
合
計
画
を
令

和
２
年
度
中
に
策
定
し
ま
す
。

問　
企
画
一
課
（
☎
８
２
５・２
０
１
６
）

手

　続

　き

児
童
扶
養
手
当
制
度
改
正

∧
障
害
基
礎
年
金
受
給
者
に
対
す
る

児
童
扶
養
手
当
制
度
の
見
直
し
∨

　
ひ
と
り
親
の
障
害
年
金
受
給
者
は
、
障

害
年
金
の
額
が
児
童
扶
養
手
当
の
額
を
上

回
る
場
合
、
現
在
は
児
童
扶
養
手
当
の
支

給
が
停
止
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
令
和
３

年
３
月
分
（
５
月
支
払
い
）
か
ら
、
児
童

扶
養
手
当
の
額
が
障
害
基
礎
年
金
の
子
の

加
算
部
分
の
額
を
上
回
る
と
き
、
そ
の
差

額
を
児
童
扶
養
手
当
と
し
て
受
給
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。

※
①
児
童
扶
養
手
当
に
は
支
給
要
件
が
あ

り
ま
す
②
既
に
児
童
扶
養
手
当
受
給
資
格

者
の
認
定
を
受
け
て
い
る
人
は
、
手
続
き

は
不
要
で
す
。

申
請・問　
電
話
で
こ
ど
も
を
守
る
課（
☎

８
１
２
・
２
２
１
０
）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
申
請
及
び�

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
設
定
の
出
張
受
付

∧
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
∨

　
顔
写
真
の
撮
影
な
ど
申
請
の
補
助
、
本

人
確
認
書
類
・
認
印
・
通
知
カ
ー
ド
（
あ

る
と
手
続
き
が
ス
ム
ー
ズ
で
す
）が
必
要
。

∧
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
設
定
∨

　

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
申
し
込
み
・

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
の
設
定
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
・
登
録
す
る
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
な
ど
が
必
要
。

　
　
※　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※

　
い
ず
れ
も
12
月
５
日
～
６
日
午
後
１
時

～
６
時
、
ビ
バ
モ
ー
ル
寝
屋
川
２
階
広
場

（
Ｓ
ｅ
ｒ
ｉ
ａ
前
）、定
員
60
人
（
先
着
順
、

午
後
０
時
30
分
か
ら
整
理
券
を
配
布
）。

※
市
在
住
の
本
人
が
来
て
く
だ
さ
い
。

問　
市
民
サ
ー
ビ
ス
部
戸
籍
・
住
基
担
当

（
☎
８
２
４
・
９
１
８
８
）

く
ら
し
の
情
報

食
用
油
の
回
収

　
12
月
18
日
（
金
）
午
後
１
時
～
３
時
、

市
立
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
。

※
業
務
用
油
は
回
収
し
ま
せ
ん
。
容
器
は

持
ち
帰
り
ま
し
ょ
う
。
指
定
の
日
時
以
外

の
回
収
は
あ
り
ま
せ
ん
。

問　
「
市
消
費
者
協
会
」・
前
田
（
☎
８
２

２
・
１
９
９
７
）

寝
屋
川
「
あ
き
ん
ど
」�

初
夢
く
じ
ス
ク
ラ
ッ
チ
を
発
行

　
参
加
店
で
買
い
物
を
し
た
人
に
景
品
が

当
た
る
寝
屋
川
「
あ
き
ん
ど
」
初
夢
く
じ

ス
ク
ラ
ッ
チ
を
発
行
し
ま
す
。
そ
の
場
で

当
た
り
が
分
か
る
ス
ク
ラ
ッ
チ
く
じ
で

す
。

▽
実
施
期
間　
1
月
５
日
～
15
日

▽
参
加
店　
市
内
約
６
０
０
店
舗

◎
景
品
…
Ｕ
Ｓ
Ｊ
ペ
ア
チ
ケ
ッ
ト
（
大
人

２
枚
）
又
は
Ｑ
Ｕ
Ｏ
カ
ー
ド
、
買
い
物
券

な
ど

※
詳
し
く
は
ポ
ス
タ
ー
・
の
ぼ
り
の
あ
る

参
加
店
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

問　
市
商
業
団
体
連
合
会
事
務
局
∧
市
立

産
業
振
興
セ
ン
タ
ー
２
階
（
☎
８
２
９
・

７
０
１
８
）
∨

ア
プ
リ
ペ
イ
で
10
％
還
元�

12
月
は
ａ
ｕ
Ｐ
Ａ
Ｙ

　
対
象
店
舗
で
ａ
ｕ
Ｐ
Ａ
Ｙ
決
済
を
す
る

と
10
％
分
の
ポ
イ
ン
ト
が
還
元
さ
れ
ま

す
。
ポ
イ
ン
ト
還
元
は
、
１
回
の
決
済
で

１
０
０
０
円
分
ま
で
、
月
５
０
０
０
円
分

ま
で
で
す
。

∧
相
談
会
∨

　
ア
プ
リ
ペ
イ
の
導
入
を
検
討
し
て
い
る

事
業
者
、
ア
プ
リ
ペ
イ
の
こ
と
を
詳
し
く

知
り
た
い
人
向
け
の
相
談
窓
口
で
す
。

▽
日
時　
下
の
表
の
と
お
り

▽
場
所　
市
立
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー
４
階

会
議
室

※
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
見
て
く

だ
さ
い
。

問　
産
業
振
興
室
（
☎
８
２
８
・
０
７
５

１
）

募
集
情
報

子
育
て
情
報
誌
「
ね
や
が
わ
子
育
て

ナ
ビ
（
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
版
）
」
掲
載

広
告
を
募
集

　
妊
娠
、
出
産
、
子
育
て
期
に
利
用
で
き

る
サ
ー
ビ
ス
な
ど
を
ま
と
め
た
子
育
て
情

報
誌
「
ね
や
が
わ
子
育
て
ナ
ビ
」
の
令
和

３
年
度
版
に
掲
載
す
る
有
料
広
告
を
募
集

し
ま
す
。

　
「
ね
や
が
わ
子
育
て
ナ
ビ
」
は
、
母
子

健
康
手
帳
の
交
付
時
に
配
布
し
て
い
ま

す
。

▽
募
集
期
間　
12
月
１
日
～
21
日

▽
一
枠
の
大
き
さ　
縦
３
㎝
×
横
12
㎝

　
申
し
込
み
は
、い
ず
れ
も
当
日
直
接
。

枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合
議
会�

定
例
会

▽
日
時　
12
月
24
日（
木
） 

午
前
10

時
30
分

▽
場
所　
枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合
消

防
本
部
５
階
会
議
場

問　
枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合
総
務
管

理
課
（
☎
８
５
２
・
９
９
０
３
）

市
立
幼
稚
園
・
保
育
所
の�

在
り
方
に
関
す
る
審
議
会

▽
日
時　
12
月
25
日（
金
）午
後
２
時

30
分（
受
付
は
午
後
２
時
10
分
か
ら
）

▽
場
所　
市
役
所
議
会
棟
５
階
第
二

委
員
会
室

問　
学
務
課
（
☎
８
１
３
・
０
０
７

２
）高

齢
者
保
健
福
祉
計
画�

推
進
委
員
会

▽
日
時　
12
月
24
日
（
木
）
午
後
２

時
（
受
付
は
午
後
１
時
30
分
か
ら
）

▽
場
所　
市
立
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

５
階
多
目
的
ホ
ー
ル

問　
高
齢
介
護
室
（
☎
８
３
８
・
０

３
７
２
）

委員会など ◦�広報誌に掲載されているイベントや講座などは、新型コロナウイ
ルス感染防止対策をとった上で実施します。
◦�今後の感染拡大状況によっては、中止又は内容が変更となる場合
がありますので、事前に担当課などに確認してください。

※掲載している情報は、11月16日時点です。

■�市民体育大会マラソンの部　　　■�市民体育大会駅伝競走の部

　問　坂根（☎852・6216）

中止が決定している主なイベントは以下のとおりです。

楽しみにされていた催しもあるかと思いますが、ご理解いただきますよう、よろしく
お願いいたします。

時　間 12月２日（水） 16日（水）

午後１時～３時 Pay Pay au PAY

午後３時～５時 au PAY ｄ払い

午後５時～７時 ｄ払い Pay Pay

アプリペイ相談会

市
か
ら
の
お
知
ら
せ

安
全
・
安
心

税
・
保
険
・
年
金

健
康
・
福
祉

人
　
権

子
育
て
・
教
育

ア
ウ
ト
ド
ア
・

ス
ポ
ー
ツ

文
化
・
交
流

公
共
機
関・団
体

市
民
情
報
ひ
ろ
ば
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環
境
・
ま
ち
づ
く
り

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
な
ど
の�

分
別
に
協
力
を

　
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
や
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容

器
包
装
な
ど
の
廃
プ
ラ
は
分
別
し
て
リ
サ

イ
ク
ル
で
き
ま
す
。
分
別
せ
ず
に
可
燃
ご

み
と
し
て
出
す
と
、
焼
却
費
用
が
か
か
る

だ
け
で
な
く
、
焼
却
時
に
生
ご
み
な
ど
の

約
１
５
０
倍
の
温
室
効
果
ガ
ス
が
発
生
す

る
ほ
か
、
リ
サ
イ
ク
ル
資
源
が
減
少
す
る

な
ど
、
環
境
に
と
っ
て
良
く
な
い
こ
と
が

た
く
さ
ん
起
こ
り
ま
す
。　
廃
プ
ラ
に
は

識
別
マ
ー
ク
（
左
の
図
の
と
お
り
）
が
記

載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
他
人
事
と
考
え
ず

に
、
き
ち
ん
と
分
別
し
、
指
定
さ
れ
た
曜

日
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

容器包装の
識別マーク

∧
注
意
事
項
∨

〇
中
身
は
最
後
ま
で
使
い
切
る
。

〇
廃
プ
ラ
以
外
の
物
は
混
ぜ
な
い
。

〇
汚
れ
が
落
ち
に
く
い
物
は
可
燃
ご
み
で

出
す
。

〇
ラ
イ
タ
ー
や
ス
プ
レ
ー
缶
な
ど
は
火
災

や
事
故
の
原
因
に
な
る
た
め
、
混
入
し
な

い
。

問　
環
境
総
務
課
（
☎
８
２
４
・
０
９
１

１
）
又
は
北
河
内
４
市
リ
サ
イ
ク
ル
施
設

組
合
事
務
局
（
☎
８
２
３
・
２
０
３
８
）

フ
ー
ド
ド
ラ
イ
ブ
３
０
０
㎏
回
収�

子
ど
も
食
堂
な
ど
に
提
供

　
10
月
の
食
品
ロ
ス
削
減
月
間
に
家
庭
な

ど
で
利
用
し
な
い
食
品
を
回
収
し
、
子
ど

も
食
堂
な
ど
に
提
供
す
る
「
フ
ー
ド
ド
ラ

イ
ブ
」
活
動
を
実
施
し
ま
し
た
。
今
年
度

は
、
市
内
３
か
所
に
回
収
ボ
ッ
ク
ス
を
設

置
し
、
重
さ
３
０
０
㎏
（
昨
年
度
は
１
６

７
㎏
）の
食
品
が
集
ま
り
ま
し
た
。集
ま
っ

た
食
品
は
、
今
後
、
食
材
の
調
達
や
確
保

の
負
担
が
大
き
い
市
内
の
子
ど
も
食
堂
運

営
団
体
や
支
援
が
必
要
な
人
を
支
え
る
市

社
会
福
祉
協
議
会
に
提
供
し
ま
す
。

　
市
で
１
年
間
に
出
る
可
燃
ご
み
の
う

ち
、
６
・
９
％
が
手
付
か
ず
の
食
品
（
平

成
28
年
度
ご
み
質
分
析
調
査
）
で
す
。
買

い
過
ぎ
な
い
よ
う
に
冷
蔵
庫
を
整
理
し
た

り
、
食
べ
残
し
を
し
た
り
し
な
い
な
ど
、

食
品
ロ
ス
削
減
の
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

問　
環
境
総
務
課
（
☎
８
２
４
・
０
９
１

１
）

コ
ロ
ナ
禍
の
冬 

無
理
の
な
い
範
囲
で
省
エ
ネ
を

　
冬
は
暖
房
な
ど
に
よ
り
エ
ネ
ル
ギ
ー
使

用
量
が
増
加
し
ま
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
予
防
の
た
め
、
換
気
を
こ
ま

め
に
行
い
な
が
ら
、
温
か
く
快
適
に
乗
り

切
り
ま
し
ょ
う
。

∧
暖
房
器
具
を
上
手
に
使
い
ま
し
ょ
う
∨

　
設
定
温
度
は
20
℃
を
目
安
に
エ
ア
コ
ン

の
頻
繁
な
オ
ン・オ
フ
は
控
え
ま
し
ょ
う
。

定
期
的
な
フ
ィ
ル
タ
ー
の
掃
除
も
効
果
的

で
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
予

防
の
た
め
、
定
期
的
に
換
気
を
し
ま
し
ょ

う
。
換
気
扇
と
暖
房
の
併
用
も
効
果
的
で

す
。

∧
暖
か
い
家
で
快
適
な
暮
ら
し
を
∨

　
暖
房
使
用
時
は
、
室
内
の
熱
の
半
分
以

上
が
窓
か
ら
逃
げ
て
い
き
ま
す
。
厚
手
の

カ
ー
テ
ン
を
使
用
す
る
な
ど
、
窓
か
ら
熱

を
逃
が
さ
な
い
工
夫
を
し
、
床
な
ど
に
冷

た
い
場
所
を
作
ら
な
い
こ
と
も
ポ
イ
ン
ト

で
す
。

問　
環
境
総
務
課
（
☎
８
２
１
・
４
０
５

▽
文
字
な
ど
の
色　
フ
ル
カ
ラ
ー

▽
枠
数　
20
枠
（
申
し
込
み
が
多
い
と
き

は
抽
選
）

▽
広
告
掲
載
料　
３
万
円
～
６
万
円

▽
発
行
予
定
時
期
・
部
数　
令
和
３
年
４

月
・
約
７
２
０
０
部

※
詳
し
く
は
、
募
集
案
内
を
見
て
く
だ
さ

い
∧
子
育
て
支
援
課
、
リ
ラ
ッ
ト
、
こ
ど

も
セ
ン
タ
ー
、
市
役
所
市
民
情
報
コ
ー

ナ
ー
、
市
立
中
央
図
書
館
臨
時
図
書
室
、

東
・
駅
前
図
書
館
、
各
シ
テ
ィ
・
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
、
堀
溝
サ
ー
ビ
ス
窓
口
又
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
募
集
情
報
」
∨
。

申
込
・
問　

電
話
で
子
育
て
リ
フ
レ
ッ

シ
ュ
館
（
☎
８
０
０
・
３
８
６
２
）

会
計
年
度
任
用
職
員
の
募
集

▽
職
種　
保
育
士

▽
勤
務
日
時　
月
～
土
曜
日
午
前
８
時
45

分
～
午
後
５
時
（
週
37
時
間
30
分
）

▽
賃
金　
時
給
１
２
９
５
円

▽
手
当　
年
間
１
か
月
分
（
６
月
・
12
月

各
０
・
５
か
月
分
）

※
在
職
期
間
に
応
じ
て
支
給・基
準
日（
６

月
・
12
月
）
に
在
職
か
つ
週
29
時
間
以
上

の
勤
務
で
６
か
月
以
上
が
条
件
で
す
。

申
込　
履
歴
書
と
本
人
確
認
書
類
の
写
し

を
直
接
窓
口
又
は
郵
送
で
人
事
室
（
〒
572

―
８
５
５
５
本
町
１
番
１
号
）

※
登
録
後
に
面
接
を
行
い
、
採
用
者
を
決

定
し
ま
す
。

問　
保
育
課
（
☎
８
１
２
・
２
５
５
２
）

フ
ァ
ミ
リ
ー・サ
ポ
ー
ト・セ
ン
タ
ー�

提
供
会
員
の
募
集

　
子
ど
も
の
短
時
間
預
か
り
、
保
育
所
な

ど
へ
の
送
迎
な
ど
、
空
い
た
時
間
に
地
域

の
子
育
て
を
支
援
す
る
会
員
組
織
で
す
。

　
提
供
会
員
養
成
講
習
会
の
日
程
は
、
右

下
の
表
の
と
お
り
、
市
内
又
は
近
隣
に
在

住
し
、
子
ど
も
が
好
き
で
健
康
な
人
。

※
①
２
年
以
内
に
全
て
の
講
習
を
受
講
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
②
講
習
会
は
年
２
回

あ
り
ま
す
。

申
込・問　
直
接
、
フ
ァ
ミ
リ
ー・サ
ポ
ー

ト
・
セ
ン
タ
ー
∧
子
育
て
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ

館
２
階
（
☎
８
３
９
・
８
８
１
７
）
∨

市
の
納
骨
堂
使
用
者
募
集

　
公
園
墓
地
内
（
池
の
瀬
町
）
に
あ
る
納

骨
堂
の
納
骨
壇
長
期
使
用
者
を
募
集
し
ま

す
。

▽
納
骨
壇
の
形
態
・
料
金
な
ど
は　
左
下

の
表
の
と
お
り

▽
使
用
で
き
る
人　
12
月
１
日
現
在
、
市

に
１
年
以
上
継
続
し
て
居
住
（
市
の
住
民

基
本
台
帳
に
記
録
）
し
、祭
祀
（
さ
い
し
）

を
主
宰
す
る
人

※
現
在
、
公
園
墓
地
の
別
の
墓
地
使
用
許

可
や
納
骨
壇
長
期
使
用
許
可
を
受
け
て
い

る
人
は
、
２
月
末
日
ま
で
に
返
還
手
続
き

な
ど
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

申
込
・
問　

所
定
の
申
請
書
と
住
民
票

（
本
籍
地
又
は
国
籍
が
記
載
さ
れ
た
12
月

１
日
以
後
の
交
付
日
の
も
の
）
を
直
接
窓

口
又
は
郵
送
で
12
月
15
日
（
火
）
＝
必
着

＝
ま
で
に
市
民
サ
ー
ビ
ス
部
市
民
生
活

担
当（
〒
572
―
８
５
５
５
本
町
１
番
１
号
、

☎
８
２
５
・
２
２
０
４
）
∨

※
申
込
用
紙
は
、
市
役
所
、
各
シ
テ
ィ
・
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
、
堀
溝
サ
ー
ビ
ス
窓
口
、
公
園

墓
地
管
理
事
務
所
に
あ
り
ま
す
。

６
段
式

３
段
式

※ ①使用料・管理料は一括納付です②申し込みが各募集
を上回ったときは公開抽選で決定します。

納骨壇の形態・期間・料金など
３段式納骨壇 ６段式納骨壇

募集数 15 区画 60 区画

使用形態

上から１段目・２段目の
１区画を使用、高さ55
㎝×幅35㎝×奥行き
41cm

上から１段目～４段目
の１区画を使用、高さ
26.5㎝×幅 35㎝×奥
行き 41cm

６寸の骨箱が
４個入ります

６寸の骨箱が
２個入ります

使用期間 25 年（更新可能）

参拝方法 納骨壇室に入室し、納骨壇の前で参拝でき
ます

使用料 40 万円 20 万円

管理料 20 万円 10 万円

合　計 60 万円 30 万円

フードドライブ活動で集まった食品

　身近で便利なクレジットカード。毎月送られてくる「利用代
金明細書」（ウェブ交付含む）を確認していますか。　

相談受付は月～土曜日午前９時～午後４時
（正午～午後１時を除く）

桜木町5番30号☎828・0397消費生活センターだより

クレジットカード
明細を確認していますか？

＜アドバイス＞
　明細には総額だけでなく、
利用した日付や金額、利用
先、支払方法（回数）、分割
やリボ払いの残高（未払い
金）が記載されています。正
しい請求なのか、残高がいく
らか、完済までの支払額（回
数）が適正か、毎回チェック
することを習慣づけましょう。

＜事　例＞
❶ ２年前から不必要な検索サイト有料

会員の料金を支払い続けている。
❷ 購入した商品をすべてリボ払いにし

ていた。毎月支払っていたが残高が
全く減っていなかった。

❸ 不正な請求に気付かず半年後カー
ド会社に申し出たが、申請期間が過
ぎていると言われた。

～不正・不必要な請求はありませんか～

日　時 内　容

１月７日（木）

午前10時
～午後１時

活動を円滑に
進めるために

午後２時～４時 身体の発達と
病気

13日（水）
午前10時～正午 心の発達とそ

の問題①

午後１時～４時 子どもの栄養
と食生活

15日（金）
午前10時～正午 安全・事故

午後１時～３時 心の発達とそ
の問題②

23日（土）
午前10時～正午 保育の心

午後１時～３時 子どものあそび

26日（火）

午前９時30分
～午後０時30分 救命救急

午後１時30分
～２時30分

小児看護の基
礎知識

 1月中のいずれか2時間 子どもの世話

提供会員養成講習会

※ いずれも場所はリラット３階セミナールーム、各
講習会では一時保育を行います。

市
か
ら
の
お
知
ら
せ

税
・
保
険
・
年
金

健
康
・
福
祉

人
　
権

子
育
て
・
教
育

ア
ウ
ト
ド
ア
・

ス
ポ
ー
ツ

文
化
・
交
流

公
共
機
関・団
体

市
民
情
報
ひ
ろ
ば

安
全
・
安
心



2021

インフォメーション

広報ねやがわ
令和２年 12月号

広報ねやがわ
令和２年 12月号

子
ど
も
連
れ
可
。

申
込
・
問　
開
催
日
の
前
々
日
ま
で
に
市

公
式
ア
プ
リ
「
各
種
予
約
」
又
は
電
話
で

市
立
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー
（
☎
８
２
８
・

０
７
５
１
）産

業
・
事
業
者

音
響
機
器
の
使
用
時
間
・�

音
量
な
ど
に
気
を
付
け
て

　
カ
ラ
オ
ケ
な
ど
の
音
響
機
器
や
店
内
の

騒
ぎ
声
の
音
漏
れ
な
ど
、
騒
音
苦
情
が
市

に
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
飲
食
店
な
ど
で
は
、
原
則
午
後
11
時
～

午
前
６
時
の
カ
ラ
オ
ケ
な
ど
の
音
響
機
器

の
使
用
は
、
府
の
条
例
で
禁
止
さ
れ
て
い

ま
す
。
規
制
基
準
は
、
時
間
帯
や
地
域
に

よ
っ
て
変
わ
り
ま
す
。
命
令
に
違
反
し
た

と
き
は
３
か
月
以
下
の
懲
役
又
は
20
万
円

以
下
の
罰
金
に
処
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

問　
環
境
保
全
課（
☎
８
２
４・１
０
２
１
）

安
全
・
安
心

防

　
　災

枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合
か
ら
の�

お
知
ら
せ

∧
火
災
に
注
意
∨

　
冬
は
空
気
が
乾
燥
し
、
火
災
が
起
こ
り

や
す
く
な
り
ま
す
。
火
の
取
り
扱
い
に
は

５
）

相

　
　談

パ
ソ
コ
ン
ト
ラ
ブ
ル
相
談

　
12
月
22
日
（
火
）
午
後
２
時
～
４
時
、

市
立
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
、
パ
ソ
コ
ン
機

器
の
故
障
・
ト
ラ
ブ
ル
、
定
員
10
人
（
申

込
順
）、
パ
ソ
コ
ン
を
持
っ
て
来
て
く
だ

さ
い
。

申
込
・
問　
12
月
14
日
（
月
）
午
前
10
時

か
ら
直
接
窓
口
又
は
電
話
で
市
立
市
民
活

動
セ
ン
タ
ー
（
☎
８
１
２
・
１
１
１
６
）

Ｎ
Ｐ
Ｏ
何
で
も
相
談

　
12
月
16
日
（
水
）
午
後
２
時
～
４
時
、

市
立
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

の
設
立
手
続
き
や
会
計
処
理
、
団
体
運
営

の
ア
ド
バ
イ
ス
な
ど
、
定
員
４
団
体
（
申

込
順
）。

申
込
・
問　
12
月
11
日
（
金
）
ま
で
に
直

接
窓
口
又
は
電
話
で
市
立
市
民
活
動
セ
ン

タ
ー
（
☎
８
１
２
・
１
１
１
６
）

出
張
マ
ザ
ー
ズ
コ
ー
ナ
ー

　
子
育
て
中
の
人
を
対
象
に
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
の
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
就
労
相
談
を
行
い

ま
す
。

▽
日
時　
12
月
11
日
・
25
日
、
い
ず
れ
も

金
曜
日
午
前
９
時
50
分
～
午
後
１
時
（
１

人
40
分
程
度
）

▽
場
所　
リ
ラ
ッ
ト
（
市
立
子
育
て
リ
フ

レ
ッ
シ
ュ
館
）
３
階
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
ル
ー

ム
２

※
相
談
無
料（
予
約
が
必
要
）、完
全
個
室
、

　
市
職
員
の
給
与
は
、
地
方
自
治
法
や
地
方

公
務
員
法
の
給
与
決
定
の
原
則
に
基
づ
い

て
、
条
例
や
規
則
で
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

※
地
方
公
営
企
業
法
の
上
下
水
道
事
業
会
計

職
員
は
除
き
ま
す
。

問　
人
事
室
（
☎
８
２
５
・
２
１
９
８
）

職員数（Ａ）
給与費 １人当たり

給与費（Ｂ／Ａ）給　料 職員手当 期末・勤勉手当 計（Ｂ）
1,376人

（1,061人）
4,479,148 

（3,928,327）
1,376,607 

（1,212,690）
1,901,310 

（1,700,558）
7,757,065 

（6,841,575）
5,637 

（6,448）

職員給与費（令和元年度普通会計決算）　　　　　　　　　　　　　　　　単位：千円

※ ①職員は平成 31 年４月１日現在の人数です②職員手当には退職手当を含みません③１人当た
り給与費は、税・社会保険料を控除していないもので手取額ではありません④給与費は短時間
勤務職員を含んだもので、（　）内は常勤職員の人数及び金額です。

職員の平均給料月額、初任給など（令和２年４月１日現在）

区　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
一般行政職 41歳10月 305,153 円 405,295 円
技能労務職 54歳５月 327,095 円 393,326 円

○職員の平均年齢・平均給料月額

※ ①平均給料月額は基本給の平均です②平均給与月額は、給料月額
に諸手当を加えた額の平均で、手取額ではありません。

初任給
大学卒 195,500 円
高校卒 165,900 円

○職員の初任給

※ 学校卒業後すぐに採用さ
れたときの給料月額です。

区　分 経験年数 10年 経験年数 20年 経験年数 25年 経験年数 30年
大学卒 260,322 円 332,925 円 384,014 円 394,777 円
高校卒 － － 339,320 円 353,038 円

○一般行政職の経験年数別・学歴別平均給料月額

※ ①各経験年数の職員数が３人以下のときは、近似の階層を記載しています②高校卒の経験年数
10・20 年未満の職員は、全て３人以下のため無記載とします。

区　分
令和元年度支給割合
期末手当 勤勉手当

一般職員
任期付職員 2.60 か月分 1.90 か月分

再任用職員 1.45 か月分 0.90 か月分

期末手当・勤勉手当

※ 一般職員１人当たりの平均支給額（令和元年度普
通会計決算）は 1,573 千円です②職制上の段階や
職務の級などによる加算措置（役職加算５～ 20％）
をしています。 退職手当（令和２年４月１日現在）

※ １人当たり平均支給額は、令和元年度に退
職した全職種の職員に支給した平均額です。

自己都合 定年・定年前早期
勤続20年 19.6695か月分 24.586875か月分

勤続25年 28.0395か月分 33.27075か月分

勤続35年 39.7575か月分
47.709か月分

最高限度額 47.709か月分

加算措置 定年前早期退職者２～45％

１人当たり
平均支給額 2,641千円 16,285千円

区　分 標準的な職務内容 職員数 構成比

１級 係 　 員 50 人 6.5％

２級 係 　 員 327 人 42.3％

３級 副 係 長 155 人 20.0％

４級 係 　 長 111 人 14.4％

５級 課 長 代 理 17 人 2.2％

６級 課 　 長 66 人 8.5％

７級 次 　 長 28 人 3.6％

８級 理事・部長 19 人 2.5％

合　　計 773 人 100％

一般行政職の級別職員数など（令和２年４月１日現在）

※ ①市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です②
標準的な職務内容は、それぞれの級に該当する代表的な職務
です。

議員報酬・給料月額 期末手当
市　長 714,000 円

（令和元年度支給割合）
６月期2.225か月分
12月期2.225か月分

計   4.45か月分

副市長 870,000 円
議　長 728,000 円
副議長 688,000 円
議　員 643,000 円

特別職の給料など（令和２年４月 1日現在）

※ ①上の額から税・社会保険料を控除して支給してい
ます②新型コロナウイルス感染症の影響の拡大によ
り、令和２年６月から 11 月までの６か月、特別職の
給料月額及び議員報酬の月額を10％減額しています。

○�第６期定員適正化計画（平成 28年度～ 31年度）の定
員管理の数値目標

［定員管理の数値目標：各年度における総人件費を 123 億円上限
とする］

※ ①総人件費には、非常勤職員、アルバイト職員に係る経費（共
済費など）も含みます②職員数は、公営企業職員・再任用フル
タイム職員・任期付フルタイム勤務職員を含みます。

年　度 平成28年度
（１年目）

29年度
（２年目）

30年度
（３年目）

31年度
（４年目）

対計画始期
増減数

総人
件費

122億
78,000千円

120億
53,000

千円
120億円

120億
17,000

千円

△2億61,000
千円

（△2.1％）

職員数
（４月１日

現在）
1,135人 1,137人 1,141人 1,175人 40人

（3.5％）

人件費（令和元年度普通会計決算）

ラスパイレス指数

104億50,675千円
人件費

（人件費率12％）

歳出額 872億96,110千円

※ 国家公務員の給与水準を
100 としてみたときの給
与水準を示す指数

令和元年度
97.2

主な諸手当（令和２年４月１日現在）
手当名 内容・支給単価

地域手当 給料・扶養手当及び管理職手当の合計額
の12％

管理職手当 43,000円～92,000円

扶養手当

配偶者…6,500円、子…10,000円（15歳
～22歳は、それぞれの金額に5,000円を
加算）父母など…6,500円
※ ８級の職員については、配偶者・父母な

どの金額は3,500円。

住居手当 借家（世帯主）…28,000円（月限度額）

通勤手当
交通機関利用者…６か月定期代相当額
55,000円（月限度額）
交通用具使用者…24,400円（月限度額）

市
職
員
の
給
与
な
ど
を

お
知
ら
せ
し
ま
す

市
か
ら
の
お
知
ら
せ

税
・
保
険
・
年
金

健
康
・
福
祉

人
　
権

子
育
て
・
教
育

ア
ウ
ト
ド
ア
・

ス
ポ
ー
ツ

文
化
・
交
流

公
共
機
関・団
体

市
民
情
報
ひ
ろ
ば

安
全
・
安
心
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広報ねやがわ
令和２年 12月号

１
日
午
前
４
時
頃
・
１
月
１
日
～
３
日
の

正
午
～
午
後
５
時
頃

※
成
田
山
初
詣
行
事
は
１
月
31
日
（
日
）

ま
で
行
わ
れ
ま
す
。
分
散
参
拝
を
勧
め
ま

す
。

問　
成
田
山
大
阪
別
院
（
☎
８
３
３
・
８

８
８
１
）、
寝
屋
川
警
察
署
（
☎
８
２
３・

１
２
３
４
）、市
交
通
政
策
課（
☎
８
１
３・

１
２
０
７
）

税
・
保
険
・

年
金

り
そ
な
銀
行「
み
い
が
丘
出
張
所
」の�

店
舗
移
転

　
１
月
18
日
（
月
）
か
ら
、
市
の
指
定
金

融
機
関
で
あ
る
り
そ
な
銀
行
の
「
み
い
が

丘
出
張
所（
三
井
が
丘
四
丁
目
）」が
、「
寝

屋
川
支
店（
桜
木
町
）」内
に
移
転
し
ま
す
。

現
店
舗
に
は
、
り
そ
な
銀
行
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
が

継
続
し
て
設
置
さ
れ
ま
す
（
利
用
時
間
全

日
午
前
８
時
～
午
後
９
時
）。
引
き
続
き

Ａ
Ｔ
Ｍ
か
ら
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
に
よ

る
市
税
・
国
民
健
康
保
険
料
の
ペ
イ
ジ
ー

支
払
い
が
可
能
で
す
。

問　
会
計
室
（
☎
８
２
５
・
２
４
１
８
）

税
の
お
知
ら
せ

バ
イ
ク
・
軽
自
動
車
な
ど
の�

廃
車
・
名
義
変
更
の
手
続
き

　
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
は
、
毎
年
４

月
１
日
現
在
車
両
の
所
有
者
と
し
て
登
録

さ
れ
て
い
る
人
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
次
に
該
当
す
る
と
き
は
、
４
月
１
日

（
木
）
ま
で
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

①
車
両
の
解
体
や
廃
棄
を
し
た
②
盗
難
に

遭
っ
た
③
車
両
を
譲
っ
た
が
、
名
義
変
更

を
し
て
い
な
い
。

※
市
外
へ
転
出
し
、
引
き
続
き
車
両
を
使

用
す
る
と
き
は
、
転
出
先
の
市
町
村
な
ど

に
登
録
変
更
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

∧
手
続
き
・
問
い
合
わ
せ
先
∨

○
１
２
５
㏄
以
下
の
バ
イ
ク
・
小
型
特
殊

自
動
車
…
市
民
サ
ー
ビ
ス
部
税
務
管
理
担

当※
手
続
き
に
は
原
動
機
付
自
転
車
標
識
交

付
証
明
書
（
申
告
済
証
）、
ナ
ン
バ
ー
プ

レ
ー
ト
、
届
出
者
の
印
鑑
（
ス
タ
ン
プ

印
不
可
）、
本
人
確
認
書
類
が
必
要
で
す
。

代
理
人
が
届
け
出
る
と
き
は
委
任
状
が
必

要
で
す
。

◎
郵
送
で
手
続
き
を
す
る
こ
と
も
で
き
ま

す
。詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

○
１
２
５
㏄
を
超
え
る
バ
イ
ク
…
大
阪
運

輸
支
局
（
高
宮
栄
町
☎
０
５
０
・
５
５
４

０
・
２
０
５
８
）

○
軽
自
動
車
…
軽
自
動
車
検
査
協
会
（
高

槻
市
大
塚
町
四
丁
目
☎
０
５
０
・
３
８
１

６
・
１
８
４
１
）

問　
市
民
サ
ー
ビ
ス
部
税
務
管
理
担
当

（
☎
８
１
３
・
１
１
３
８
）

固
定
資
産
税
の
納
税
義
務
者
は�

１
月
１
日
現
在
の
所
有
者
で
す

　
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の
納
税
義

務
者
は
、
賦
課
期
日
の
１
月
１
日
現
在
に

固
定
資
産
（
土
地
・
家
屋
・
償
却
資
産
）

を
所
有
し
て
い
る
人
で
す
。

　
１
月
２
日
以
降
に
不
動
産
の
売
買
な
ど

で
所
有
者
が
変
わ
っ
た
り
、
固
定
資
産
税

の
一
部
を
買
い
主
が
負
担
す
る
と
い
う
契

約
を
し
た
り
し
て
も
納
税
義
務
者
を
変
更

す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
次
の
と
き
は
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

○
家
屋
を
新
築
・
増
築
・
取
り
壊
し
し
た

と
き
（
法
務
局
へ
登
記
を
し
た
と
き
は
不

要
）

○
所
有
権
保
存
登
記
を
し
て
い
な
い
家
屋

の
売
買
な
ど
で
所
有
者
が
変
わ
っ
た
と
き

○
住
宅
用
地
か
ら
住
宅
用
地
以
外
の
土
地

に
変
更
し
た
と
き

○
私
有
地
の
一
部
又
は
全
部
を
道
路
と
し

た
と
き（
基
準
に
適
合
す
る
道
路
部
分
は
、

非
課
税
に
な
り
ま
す
）

〇
所
有
者
（
納
税
義
務
者
）
が
死
亡
し
、

法
務
局
の
相
続
登
記
が
済
ん
で
い
な
い
と

き申
請
・
問　
申
請
用
紙
（
市
民
サ
ー
ビ
ス

部
固
定
資
産
税
担
当
で
配
布
又
は
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
「
市
民
サ
ー
ビ
ス
部
固
定
資
産

税
担
当
」
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
）
を
直
接

窓
口
又
は
郵
送
で
市
民
サ
ー
ビ
ス
部
固
定

資
産
税
担
当
（
〒
572
―
８
５
５
５
本
町
１

番
１
号
☎
８
１
３
・
１
１
３
２
）

滞
納
処
分
を
強
化
し
て
い
ま
す

　
市
税
や
国
民
健
康
保
険
料
を
滞
納
し
て

い
る
世
帯
に
対
す
る
滞
納
処
分
（
財
産
の

差
し
押
さ
え
な
ど
）を
強
化
し
て
い
ま
す
。

　
世
帯
主
な
ど
の
病
気
に
よ
る
納
付
困

難
、
失
業
や
事
業
の
倒
産
、
廃
業
な
ど
の

一
時
的
負
担
能
力
の
喪
失
な
ど
で
納
期
限

内
に
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
な
と
き
は
、

早
め
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　
通
知
を
無
視
す
る
な
ど
、
財
産
が
あ
る

よ
り
一
層
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　
枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合
は
、
12
月
１
日

～
31
日
に
歳
末
警
戒
を
実
施
し
、
火
災
予

防
及
び
火
災
な
ど
に
よ
る
被
害
の
軽
減
を

図
り
ま
す
。

∧
消
防
車
が
通
れ
な
い
不
法
駐
車
は

ダ
メ
∨

　
消
防
活
動
の
障
害
と
な
ら
な
い
よ
う
、

消
防
水
利
（
消
火
栓
な
ど
）
付
近
に
不
法

駐
車
は
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

問　
枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合
警
防
課
（
☎

８
５
２
・
９
９
１
９
）

∧
灯
油
と
ガ
ソ
リ
ン
を

間
違
え
な
い
で
∨

　
灯
油
が
燃
料
の
暖
房
器
具
に
誤
っ
て
ガ

ソ
リ
ン
な
ど
灯
油
以
外
の
物
を
入
れ
て
使

用
す
る
と
火
災
が
発
生
す
る
危
険
が
あ
り

ま
す
。

　
灯
油
の
購
入
時
は
「
油
」
や
「
石
油
」

と
言
う
の
で
は
な
く
、
必
ず
「
灯
油
」
と

指
定
し
て
く
だ
さ
い
。

問　
枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合
保
安
対
策
課

（
☎
８
５
２
・
９
９
１
０
）

∧
合
同
消
防
出
初
式
の
中
止
∨

　
令
和
３
年
の
合
同
消
防
出
初
式
は
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
た
め

中
止
し
ま
す
。

問　
市
防
災
課
（
☎
８
２
５・２
１
９
４
）

又
は
枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合
総
務
管
理
課

（
☎
８
５
２
・
９
９
０
３
）

∧
甲
種
防
火
管
理
新
規
講
習
∨

　
１
月
13
日
（
水
）
午
前
10
時
～
午
後
４

時
30
分
・
14
日
（
木
）
午
前
10
時
～
午
後

５
時
、枚
方
寝
屋
川
消
防
組
合
消
防
本
部
、

寝
屋
川
市
・
枚
方
市
に
在
住
・
在
職
の
人

で
防
火
管
理
の
資
格
を
必
要
と
し
、
適
切

に
業
務
を
遂
行
で
き
る
人
50
人
（
申
込

順
）、
受
講
料
４
０
０
０
円
（
テ
キ
ス
ト

代
な
ど
、
初
日
に
納
付
）。

※
消
防
設
備
点
検
資
格
者
講
習
又
は
自
衛

消
防
業
務
講
習
の
既
修
者
は
講
習
科
目
が

一
部
免
除
さ
れ
ま
す
。
車
で
の
来
場
は
控

え
て
く
だ
さ
い
。

申
込
・
問　
所
定
の
用
紙
（
消
防
署
・
消

防
出
張
所
で
配
布
又
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
）
に
６
か
月
以
内
の
写
真

（
上
半
身
無
背
景
の
縦
３
㎝
×
２
・
４
㎝
）

を
貼
っ
て
12
月
14
日
～
18
日
の
午
前
９
時

～
午
後
５
時
15
分
に
直
接
窓
口
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

又
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
枚
方
寝
屋
川
消
防

組
合
予
防
指
導
課 

（
☎
８
５
２
・
９
９
１

２
、
ＦＡＸ
８
０
０
・
３
０
０
０
）

防

　
　犯

犯
罪
か
ら
市
民
を
守
る�

12
月
１
日
～
31
日�

歳
末
地
域
安
全
運
動

　
市
、
警
察
、
防
犯
協
会
、
地
域
住
民
が

連
携
し
て
、犯
罪
の
な
い
安
全
で
安
心
な
、

明
る
く
住
み
よ
い
地
域
社
会
を
実
現
す
る

た
め
に
行
い
ま
す
。

　
期
間
中
は
夜
間
一
斉
街
頭
防
犯
活
動
、

歳
末
夜
警
な
ど
を
実
施
し
、
防
犯
へ
の
啓

発
を
図
り
ま
す
。

問　
寝
屋
川
警
察
署
生
活
安
全
課
（
☎
８

２
３
・
１
２
３
４
）
又
は
市
監
察
課
（
☎

８
１
２
・
２
２
４
６
）

12
月
１
日
～
１
月
６
日�

夜
間
防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル
の
実
施

　
子
ど
も
を
犯
罪
か
ら
守
る
た
め
、
夜
間

一
斉
街
頭
防
犯
活
動
と
併
せ
て
、
犯
罪
が

発
生
し
や
す
い
時
間
帯
に
パ
ト
ロ
ー
ル
を

実
施
し
、
子
ど
も
に
声
掛
け
な
ど
を
行
い

ま
す
。

▽
時
間
帯　
午
後
８
時
～
11
時

▽
方
法　
青
色
回
転
灯
を
装
着
し
た
車
両

２
台
で
巡
回

問　
監
察
課
（
☎
８
１
２
・
２
２
４
６
）

交
通
安
全

年
末
の
交
通
事
故
防
止
運
動

　
年
末
は
忘
年
会
な
ど
で
飲
酒
の
機
会
が

増
え
、
飲
酒
運
転
な
ど
に
よ
る
交
通
事
故

が
多
発
す
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

　
市
民
一
人
一
人
が
基
本
的
な
交
通
ル
ー

ル
や
マ
ナ
ー
を
守
り
、
年
末
の
交
通
事
故

を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

∧
運
動
の
重
点
∨

〇
夕
暮
れ
時
と
夜
間
に
お
け
る
交
通
事
故

防
止

〇
飲
酒
運
転
の
根
絶

∧
ス
ロ
ー
ガ
ン
∨

〇
夕
暮
れ
の　
一
番
星
は　
反
射
材

〇
も
う
い
い
か
い　
残
っ
た
お
酒
が　
ま

あ
だ
だ
よ

問　
交
通
政
策
課（
☎
８
１
３・１
２
０
７
）

成
田
山
不
動
尊
初
詣
に
伴
う�

交
通
規
制

▽
期
間　
12
月
31
日
午
後
11
時
頃
～
１
月

　
屋
外
ス
ピ
ー
カ
ー
で
放
送
し
た
緊

急
地
震
速
報
や
避
難
勧
告
・
避
難
指

示
な
ど
の
情
報
を
電
話
で
確
認
で
き

ま
す
。

　
放
送
を
聞
き
逃
し
た
と
き
や
、
内

容
が
聞
き
取
り
に
く
か
っ
た
と
き
に

利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
電
話
番
号　
☎
０
７
２・８
２
４・

２
０
３
７
（
ツ
ウ
ワ
で
ミ
ン
ナ
あ
ん

ぜ
ん
）

※
①
電
話
が
込
み
合
っ
て
い
る
と
き

は
、
時
間
を
置
い
て
掛
け
直
し
て
く

だ
さ
い
②
電
話
通
話
料
は
自
己
負
担

と
な
り
ま
す
。

問　
防
災
課
（
☎
８
２
５
・
２
１
９

４
）

防 災

豆 知 識

防災行政無線
電話で確認できます

健
康
・
福
祉

人
　
権

子
育
て
・
教
育

ア
ウ
ト
ド
ア
・

ス
ポ
ー
ツ

文
化
・
交
流

公
共
機
関・団
体

市
民
情
報
ひ
ろ
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市
か
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お
知
ら
せ

税
・
保
険
・
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金

安
全
・
安
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当
（
☎
８
１
３
・
１
１
８
２
）

介
護
保
険
料
を
納
め
な
い
で
い
る
と

∧
１
年
以
上
滞
納
す
る
と

（
償
還
払
い
化
）∨

　
利
用
し
た
サ
ー
ビ
ス
費
用
を
一
度
全
額

自
己
負
担
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。後
日
、

申
請
に
よ
り
保
険
給
付
分
が
払
い
戻
さ
れ

ま
す
。

∧
２
年
以
上
滞
納
す
る
と（
給
付
減
額
）∨

　
保
険
料
を
納
め
て
い
な
い
期
間
に
応
じ

て
、
サ
ー
ビ
ス
費
用
の
利
用
者
負
担
が
引

き
上
げ
ら
れ
、
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
な

ど
も
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。

※
納
期
限
か
ら
２
年
以
上
経
過
し
て
納
め

ら
れ
な
く
な
っ
た
保
険
料
が
あ
り
、
さ
ら

に
保
険
料
を
１
年
以
上
滞
納
す
る
と
、
介

護
サ
ー
ビ
ス
費
用
の
償
還
払
い
化
と
給
付

減
額
が
同
時
に
実
施
さ
れ
ま
す
。

∧
財
産
な
ど
の
差
し
押
さ
え
∨

　
保
険
料
を
滞
納
す
る
と
、財
産
（
預
金・

給
与
・
生
命
保
険
な
ど
）
が
差
し
押
さ
え

ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

問　
高
齢
介
護
室（
☎
８
３
８・０
５
１
８
）

の
に
納
付
し
な
い
と
き
は
、
調
査
・
捜
索

を
行
い
、
差
し
押
さ
え
た
財
産
を
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
な
ど
を
利
用
し
て
売
却

し
、
滞
納
金
に
充
て
ま
す
。

∧
財
産
調
査
∨

〇
金
融
機
関
な
ど
…
預
貯
金
や
保
険

〇
勤
務
先
…
給
与
や
賞
与

∧
捜
索
∨

　
市
職
員
が
滞
納
者
宅
な
ど
に
強
制
的
に

立
ち
入
り
、
財
産
を
捜
索
し
ま
す
。
捜
索

に
は
、
滞
納
者
の
同
意
や
裁
判
所
の
令
状

を
必
要
と
し
ま
せ
ん
。

　
滞
納
者
が
不
在
の
と
き
は
、
事
業
者
に

依
頼
す
る
な
ど
し
て
鍵
を
開
錠
し
た
上
で

捜
索
し
ま
す
。
開
錠
費
用
は
滞
納
者
に
請

求
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

問　
市
民
サ
ー
ビ
ス
部
徴
収
・
納
付
担
当

（
☎
８
１
３
・
１
１
８
９
）

事
業
者
の
皆
さ
ん
へ

∧
給
与
支
払
報
告
書
の
提
出
は

お
忘
れ
な
く
∨

　
会
社
な
ど
の
給
与
支
払
者
は
、
令
和
３

年
１
月
１
日
現
在
の
給
与
受
給
者
全
員
の

給
与
支
払
報
告
書
∧
個
人
別
明
細
書
及
び

総
括
表
（
２
年
１
月
１
日
～
12
月
31
日

分
）
∨
を
作
成
し
、３
年
２
月
１
日
（
月
）

ま
で
に
給
与
受
給
者
の
住
所
地
（
３
年
１

月
１
日
現
在
）
の
市
町
村
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

　
本
年
中
に
退
職
し
た
給
与
受
給
者
の
給

与
支
払
額
の
合
計
額
が
30
万
円
を
超
え
る

と
き
は
、
そ
の
人
の
給
与
支
払
報
告
書
を

退
職
時
の
住
所
地
の
市
町
村
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

※
提
出
方
法
な
ど
、
詳
し
く
は
問
い
合
わ

せ
て
く
だ
さ
い
。

∧
給
与
か
ら
の
特
別
徴
収
の
徹
底
∨

　
「
給
与
か
ら
の
特
別
徴
収
」
と
は
、
従

業
員
が
納
め
る
べ
き
個
人
市
民
税
・
府
民

税
を
事
業
者
が
毎
月
の
給
与
か
ら
天
引
き

し
、
市
町
村
に
納
入
す
る
制
度
で
す
。

　
所
得
税
の
源
泉
徴
収
義
務
が
あ
る
事
業

者
は
、
個
人
市
民
税
・
府
民
税
の
特
別
徴

収
を
行
う
必
要
が
あ
り
、
平
成
30
年
度
か

ら
、
対
象
と
な
る
す
べ
て
の
事
業
者
を
特

別
徴
収
義
務
者
に
指
定
し
、
特
別
徴
収
を

徹
底
し
て
い
ま
す
。

※
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
市
民

サ
ー
ビ
ス
部
市
民
税
担
当
」
を
見
て
く
だ

さ
い
。

　
　
※　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※

問　
市
民
サ
ー
ビ
ス
部
市
民
税
担
当
（
☎

８
１
３
・
１
１
１
４
）

∧
償
却
資
産
の
申
告
は

２
月
１
日
（
月
）
ま
で
に
∨

　
機
械
装
置
や
工
具
・
器
具
な
ど
の
事
業

用
の
資
産
は
、
償
却
資
産
と
し
て
固
定
資

産
税
の
課
税
対
象
に
な
り
ま
す
。

　
償
却
資
産
を
市
内
に
所
有
し
て
い
る
人

は
、
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
３

年
１
月
１
日
現
在
の
償
却
資
産
の
名
称
、

数
量
、
取
得
年
月
、
取
得
価
格
、
耐
用
年

数
な
ど
を
２
月
１
日
（
月
）
ま
で
に
申
告

し
て
く
だ
さ
い
。
前
年
度
に
申
告
し
た
人

に
は
、
申
告
書
を
送
付
し
ま
す
。

　
正
当
な
理
由
も
な
く
申
告
し
な
い
と
き

や
虚
偽
の
申
告
を
し
た
と
き
は
、
罰
則
が

科
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
に
よ
る
電
子
申
告
も
で
き

ま
す
。

問　
市
民
サ
ー
ビ
ス
部
固
定
資
産
税
担
当

（
☎
８
１
３
・
１
１
３
２
）

各
種
保
険
・
医
療
制
度
　

国
民
健
康
保
険
の
届
け
出
は�

14
日
以
内
に

　
国
民
健
康
保
険
の
届
出
事
項
の
変
更
な

ど
は
、
14
日
以
内
に
本
人
確
認
書
類
（
運

転
免
許
証
な
ど
）
と
印
鑑
（
認
印
可
）
を

持
っ
て
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。
届
け
出
が

遅
れ
る
と
、
保
険
給
付
が
受
け
ら
れ
な
い

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
届
出
事
項
に
よ
り
、

必
要
な
も
の
が
異
な
り
ま
す
。

∧
住
所
・
世
帯
主
・
氏
名
の
変
更
∨

　
大
阪
府
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
、

異
動
届
の
控
え
。

∧
就
学
や
社
会
福
祉
施
設
へ
の
入
所
・
入

院
に
よ
る
転
出
∨

　
大
阪
府
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
、

異
動
届
の
控
え
、
就
学
…
在
学
証
明
書
、

入
所
・
入
院
…
入
所
・
入
院
が
分
か
る
書

類
。

　
　
※　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※

※
①
異
動
届
の
控
え
は
市
民
サ
ー
ビ
ス
部

戸
籍
・
住
基
担
当
で
交
付
し
ま
す
②
保
険

料
の
納
付
は
原
則
と
し
て
口
座
振
替
の
た

め
、
世
帯
主
名
義
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド

を
持
っ
て
来
て
く
だ
さ
い
③
同
一
世
帯
以

外
の
人
が
手
続
き
を
す
る
と
き
は
委
任
状

が
必
要
で
す
。

問　
市
民
サ
ー
ビ
ス
部
国
民
健
康
保
険
担

納期限のお知らせ
★市民税・府民税（徴収・納付担当）…………第4期分

★国民健康保険料（徴収・納付担当）………第7期分

★後期高齢者医療保険料（徴収・納付担当）…第6期分

★保育所保育料（保育課）………………12月分

★介護保険料（高齢介護室）……………第7期分

★留守家庭児童会保育料（青少年課）………12月分

～１月４日（月）、市民税・府民税は１２月２５日（金）までに納めましょう～

　新型コロナウイルス感染症の影響で、収入が減少した場合などは、徴収の猶予又は減免されることが
あります。詳しくは各担当課に問い合わせてください。

　
各
素
案
に
つ
い
て
、
皆
さ
ん
の
意
見
を

募
集
し
、
提
出
さ
れ
た
意
見
の
あ
ら
ま
し

と
、
意
見
に
つ
い
て
の
市
の
考
え
方
を
公

表
し
ま
す
。

①
一
般
廃
棄
物
処
理
基
本
計
画�

（
素
案
）

　
生
活
環
境
の
保
全
と
公
衆
衛
生
の
向
上

を
図
り
つ
つ
、
一
般
廃
棄
物
の
適
正
な
処

理
を
行
う
た
め
、
令
和
３
年
度
か
ら
10
年

間
の
一
般
廃
棄
物
の
減
量
施
策
や
処
理
な

ど
に
関
す
る
方
向
性
を
示
す
「
寝
屋
川
市

一
般
廃
棄
物
処
理
基
本
計
画
」
を
策
定
し

ま
す
。

②
第
３
次
寝
屋
川
市
環
境
基
本
計
画

（
素
案
）

　
社
会
動
向
や
環
境
の
変
化
、
本
市
の
現

況
を
踏
ま
え
、
令
和
３
年
度
か
ら
10
年
間

の
良
好
な
環
境
の
保
全
及
び
創
造
に
関
す

る
施
策
の
方
向
性
を
示
す
「
第
３
次
寝
屋

川
市
環
境
基
本
計
画
」
を
策
定
し
ま
す
。

③
第
３
次
寝
屋
川
市
子
ど
も�

読
書
活
動
推
進
計
画
（
素
案
）

　
子
ど
も
が
本
に
親
し
み
、
本
か
ら
新
た

な
知
識
を
得
る
喜
び
を
知
る
き
っ
か
け
を

作
り
、
更
な
る
子
ど
も
読
書
活
動
の
推
進

を
図
る
た
め
、
令
和
３
年
度
か
ら
５
年
間

の
「
第
３
次
寝
屋
川
市
子
ど
も
読
書
活
動

推
進
計
画
」
を
策
定
し
ま
す
。

④
寝
屋
川
市
社
会
教
育
推
進
計
画

（
素
案
）

　
多
様
化
・
高
度
化
す
る
市
民
学
習
ニ
ー

ズ
に
対
応
し
た
社
会
教
育
の
推
進
を
図
る

た
め
、
令
和
３
年
度
か
ら
７
年
間
の
「
寝

屋
川
市
社
会
教
育
推
進
計
画
」
を
策
定
し

ま
す
。

⑤
第
５
期
ね
や
が
わ
男
女
共
同
参
画�

プ
ラ
ン
（
素
案
）

　
男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
に
向
け

て
、
令
和
３
年
度
か
ら
10
年
間
の
「
第
５

期
ね
や
が
わ
男
女
共
同
参
画
プ
ラ
ン
」
を

策
定
し
ま
す
。

　
　
※　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※

▽
対
象　
市
内
在
住
・
在
職
・
在
学
の
人

又
は
市
内
に
事
務
所
・
事
業
所
を
持
つ
個

人
・
法
人
な
ど

◎
素
案
の
詳
し
い
内
容
は
、
各
担
当
課
、

市
民
情
報
コ
ー
ナ
ー
、
各
シ
テ
ィ
・
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
、
堀
溝
サ
ー
ビ
ス
窓
口
、
市
立
中

央
図
書
館
臨
時
図
書
室
、
東
・
駅
前
図
書

館
又
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
パ
ブ
リ
ッ
ク
・

コ
メ
ン
ト
手
続
」で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

応
募
・
問　
所
定
の
用
紙
を
直
接
窓
口
又

は
郵
送
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
メ
ー
ル
（
ア
ド
レ
ス

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
見
て
く
だ
さ
い
）

で
①
12
月
25
日
～
１
月
31
日
②
１
月
31
日

（
日
）
③
④
⑤
１
月
９
日
（
土
）
＝
必
着

＝
ま
で
に
①
②
環
境
総
務
課
（
〒
572
―
０

８
５
５
寝
屋
南
一
丁
目
２
番
１
号
☎
８
２

４
・
０
９
１
１
、
ＦＡＸ
８
２
１
・
３
３
４
９
）

③
市
立
中
央
図
書
館
臨
時
図
書
室
（
〒
572

―
０
０
３
８
池
田
新
町
３
番
23
号
☎
８
３

８
・
０
１
４
１
、
ＦＡＸ
８
３
８
・
０
１
４
３

④
社
会
教
育
課
（
〒
572
―
８
５
５
５
本
町

１
番
１
号
☎
８
１
３
・
０
０
７
６
、
ＦＡＸ
８

１
３
・
０
０
８
７
）
⑤
人
権
・
男
女
共
同

参
画
課
（
〒
572
―
８
５
５
５
本
町
１
番
１

号
☎
８
２
５
・
２
１
６
８
、
ＦＡＸ
８
２
５
・

２
６
３
８
）

※
電
話
に
よ
る
意
見
は
受
け
付
け
ま
せ
ん
。

個
々
の
意
見
に
直
接
回
答
は
し
ま
せ
ん
。

12 月市議会を開きます
　12月市議会（定例会）の日程は、次のとおりです
（時間はいずれも午前 10時から）。
　あなたも傍聴してみませんか。

※�① 12月２日～４日の各常任委員会後、それぞれ予
算決算常任委員会分科会を開催します②日時は、議
事の都合で変更することがあります③市役所１階
ロビーのテレビで本会議を中継します。

問　議会事務局（☎ 824・0010）

11月 30日（月）
12月　２日（水）

３日（木）
４日（金）
８日（火）

16日（水）

21日（月）

本会議
健康福祉常任委員会
文教生活常任委員会
総務都市創造常任委員会
・９日（水）
第六次総合計画特別委員会
～ 18日（金）
本会議（一般質問）
本会議

健
康
・
福
祉

人
　
権

子
育
て
・
教
育

ア
ウ
ト
ド
ア
・

ス
ポ
ー
ツ

文
化
・
交
流

公
共
機
関・団
体

市
民
情
報
ひ
ろ
ば

税
・
保
険
・
年
金

安
全
・
安
心

市
か
ら
の
お
知
ら
せ


